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子どもの貧困対策等に資する新宿区の事業一覧の見方　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

大項目 中項目 小項目 事業名 事業内容 担当課 妊 乳 小 中 高 青

事業名 事業内容 ○○課

例
１ 教育の
　 支援

1-(1)
「学校」をプラット
フォームとした総合的な
子どもの貧困対策の展開

1-(1)-①
学校教育による学力保障

放課後等学習支援

　授業だけでは学習内容の習得が十分でない児童・生
徒や学習意欲・学習習慣に課題のある児童・生徒など
に対し、放課後等の時間を活用し、一人ひとりの学習
到達状況に応じたきめ細かな指導を実施するため放課
後等学習支援員を配置します。

教育支援課 ○ ○

事業の対象となる年齢区分

に○をつけています。

妊・・・妊娠期

乳・・・乳幼児期

小・・・小学生

中・・・中学生

高・・・～18歳未満

（高校生等）

青・・・青年期

（18歳～）

「子供の貧困対策に関する大綱」 第4 指標の改善に向け

た当面の重点施策（10ページ～21ページ）の項目に対応し

ています。



＜新規事業＞　７事業

大項目 中項目 小項目 事業名 事業内容 担当課 妊 乳 小 中 高 青

１　教育の
      支援

1-(3)
就学支援の充実

1-(3)-③
特別支援教育に関する
支援の充実

特別支援教育の推進

　特別支援教育推進員を学校に派遣し､発達障害等のあ
る児童･生徒への適切な教育的支援を行うなど､学校内
指導体制の充実を図ります。
　また、全小学校にまなびの教室を設置し、拠点校に配
置した教員が発達障害等のある児童の在籍校を巡回し、
児童へ適切な指導を行います。

教育支援課
学校運営課

〇 ○ ○

１　教育の
      支援

1-(3)
就学支援の充実

1-(3)-③
特別支援教育に関する
支援の充実

中学校への特別支援教室
の開設

　発達障害等のある生徒が、それぞれの障害の特性に応
じた指導を在籍校で受けられるよう、平成30年度は中
学校３校に特別支援教室を設置するとともに、全校実施
に向けた施設整備を行い、発達障害等のある生徒への指
導の一層の充実を図ります。

教育支援課 〇

４　経済的
      支援

４－⑤
生活保護世帯の子供の
進学時の支援

生活保護受給世帯の大学
等進学支援費

　大学等への進学を目指す生活保護受給世帯の高校生を
対象に、大学等受験料を支給します。
※平成29年度から支給開始

生活福祉課
保護担当課

〇

４　経済的
      支援

４－⑤
生活保護世帯の子供の
進学時の支援

生活保護世帯の高校生が
大学等に進学する際の進
学
準備給付金（仮称）

　生活保護受給世帯の高校生が大学等に進学した場合
に、新生活の立ち上げ費用として一時金を支給します。
※国において検討中の制度であり、国会での審議を経て
決定されるため、内容が変更されることがあります。

生活福祉課
保護担当課

〇

５　国際
　　社会
　への対応

ＩＣＴを活用した英語教
育の推進

　学習指導指導要領の改訂に伴い、小学校３・４年生で
外国語活動が導入されるとともに、小学校５・６年生で
英語が教科化されることをふまえ、英語の習得と国際感
覚の醸成のため、全小学校にデジタル教材を導入し、英
語に対する関心・意欲を高めるとともに、効果的・効率
的な学習に結び付くように活用します。

教育支援課 〇

５　国際
　　社会
　への対応

英検チャレンジ

　生徒が自らの英語力を確認し、目標を持って学習に取
り組むことができるようにするために、実用英語技能検
定（英検）受験を希望する原則中学２年生を対象とし
て、英語受験にかかる費用について補助します。
　合格に向け、英語の４つの技能（聞く、読む、話す、
書く）による能力を重視した指導を行い、生徒の英語力
の向上につなげます。

教育支援課 〇

　その他の
　支援

支援施策ガイドの作成・
配付

　子どもの将来がその生まれ育った環境によって左右さ
れることや、貧困が世代を超えて連鎖することを防ぐた
め、支援を必要とする家庭が、学習支援や経済的支援な
ど区の施策の情報を確実に得られるよう、区立小・中学
生全世帯に支援施策ガイドを配付し、周知の充実を図り
ます。

子ども家庭課 〇 〇
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＜拡充事業＞　８事業 ※下線部が変更箇所

大項目 中項目 小項目 事業名 事業内容 担当課 妊 乳 小 中 高 青

１　教育の
      支援

1-(1)
「学校」をプラット
フォームとした総合的な
子どもの貧困対策の展開

1-(1)-③
地域による学習支援

地域協働学校（コミュニ
ティ・スクール）の充実

　すべての区立小・中学校が地域協働学校となったこと
をふまえ、学校と地域とが連携・協働して子どもたちの
豊かな学びの環境をつくるとともに、チームとして子ど
もたちの成長にかかわり、開かれた学校づくりをさらに
推進していきます。
　また、これまで学校運営協議会に参加する機会のな
かった地域団体やNPO、地域の企業、大学等へ呼び掛
けて学校運営協議会と地域との連絡会を開催し、人材確
保や周知活動等に取り組むことで、地域と学校の連携を
さらに推進し、地域が一体となって子どもたちを育む環
境づくりを推進していきます。
 　さらに、小中連携型地域協働学校を実施すること
で、地域ぐるみで子どもの一貫した成長を支え、互いの
顔が見える関係が強化されることとなり、今後の地域社
会を担う人材の育成へとつなげます。

教育支援課 ○ ○

１　教育の
      支援

1-(5)
生活困窮世帯等への学習
支援

生活保護受給世帯の小中
学生及び高校生への学習
環境整備支援

　生活保護受給世帯の小中学生及び高校生を対象に基礎
学力向上等を目的として、学習塾等への通塾費用を支給
します。
※平成29年度から支援対象を高校生まで拡大

生活福祉課
保護担当課

○ ○ ○

２　生活の
　　支援

2-(1)
保護者の生活支援

2-(1)-②
保育等の確保

放課後子どもひろばの拡
充

　余裕教室等学校施設を活用して、放課後に子どもたち
が自由に集い、遊び、考え、子ども同士が交流できる遊
びと学びの場として、「放課後子どもひろば」を小学校
で実施しています。23所の放課後子どもひろばでは、
学童クラブの利用要件のある児童を対象に、出欠管理や
時間延長等の機能を付加して実施しています。

子ども総合
センター

○

２　生活の
　　支援

2-(2)
子どもの生活支援

その他（子ども）

心身障害者への助成・在
宅重度心身障害者への助
成（紙おむつ等支給、巡
回入浴サービス等）

【補装具等の支給】障害の状況に応じて適切な補装具、
日常生活用具等を支給します。なお、補装具の一部の種
目については、貸与も可能です。
【障害者歯科検診】一般歯科診療機関では治療が困難な
障害者に対し、専門の医療機関で歯科診療を行います。
【その他】紙おむつ支給、福祉タクシー等

障害者
福祉課

○ ○ ○ ○ ○
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大項目 中項目 小項目 事業名 事業内容 担当課 妊 乳 小 中 高 青

２　生活の
　　支援

2-(4)
子どもの就労支援

2-(4)
その他（就労意欲はある
ものの様々な課題を抱
え、一般就労に結びつか
ない子どもへの就労支
援）

だれもが地域でいきいき
と暮らせるための就労支
援の推進

　新宿区勤労者・仕事支援センターにおいて、働く意欲
はあるものの一般就労に結びつきにくい障害者、高齢
者、若年非就業者等に対して、就労機会の提供を行うこ
とにより、就労支援を実施しています。
　若年非就業者に対しては、新たに「若者ここ・からス
テップアップ事業」を開始し、支援の拡充を行います。

消費生活
就労支援課

○ ○

２　生活の
　　支援

2-(6)
その他の生活支援

2-(6)-②
住宅支援

区民住宅・特定住宅の管
理運営

区民住宅：義務教育修了前の子を扶養する世帯で、所得
が一定基準の区民に対し住宅を提供します。
特定住宅：２０歳未満の子を扶養する世帯で、所得が一
定基準の国内在住者に対し住宅を提供します。

住宅課 ○ ○ ○ ○

△
20
歳

未満

２　生活の
　　支援

2-(6)
その他の生活支援

2-(6)-②
住宅支援

高齢者や障害者等の住ま
いの安定確保

　高齢者、障害者及びひとり親世帯で、民間賃貸住宅の
賃貸借契約の際に保証会社を利用する世帯に、保証会社
のあっ旋をし、初回保証料を助成します。また、あっ旋
を受けずに保証会社と契約した場合で、一定の条件に該
当した世帯にも初回保証料を助成します。

住宅課 ○ ○ ○ ○

５　国際
   　社会
　への対応

外国人英語教育指導員の
配置

　小学校における英語教育では、低学年から英語を身近
な言語に感じ、また英語を活用し積極的にコミュニケー
ションを図ることができる能力を高めることが重要で
す。
　このことから、全学年に対し外国人英語教育指導員に
よる質の高い授業を実施することで、英語教育の充実を
図るとともに、外国の文化や生活に触れる機会とし、国
際理解を深めていくことにつなげます。
　中学校においても、英語の授業や英語の部活動等に外
国人英語教育指導員を指導助手として配置し、生徒が英
語に触れる機会の充実を図ります。

教育支援課 ○ ○
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＜変更事業＞　５事業 ※下線部が変更箇所

大項目 中項目 小項目 事業名 事業内容 担当課 妊 乳 小 中 高 青

１　教育の
      支援

1-(3)
就学支援の充実

1-(3)-①
義務教育段階の就学支援
の充実

就学援助
　経済的理由により就学困難な小・中学生の保護者に対
し、学用品費、学校給食費等を援助します。
　新入学学用品費の前倒し支給を実施しています。

学校運営課 ○ ○

１　教育の
      支援

1-(3)
就学支援の充実

1-(3)-③
特別支援教育に関する支
援の充実

巡回指導・相談体制の充
実

　学識経験者や心理職などの専門家が各学校・幼稚園を
巡回し､発達障害のある児童･生徒などに対する適切な指
導や必要な支援について指導･助言します。

教育支援課
学校運営課

○ ○ ○

２　生活の
　　支援

2-(1)
保護者の生活支援

2-(1)-②
保育等の確保

認定こども園等への施設
型給付等（私立認定こど
も園・地域型保育事業）

　教育と保育を一体的に行う認定こども園や会社等が設
置する事業所内保育所など、教育・保育施設及び地域型
保育事業を利用する就学前の子どもに対し、その費用を
施設型給付費等により施設を通じて給付します。

保育指導課 ○

５　国際
   　社会
　への対応

創意工夫によるオリン
ピック・パラリンピック
教育の推進

　幼児・児童・生徒が、オリンピック・パラリンピック
の歴史や意義等を理解するとともにスポーツ等を通し
て、心身の調和的発達を遂げられるようにします。

教育指導課 ○ ○ ○

　その他の
　支援

協働推進基金助成金

　区財源と区民・事業者等からの寄附金を財源とした協
働推進基金を活用し、NPO等の社会貢献活動を目的と
する団体が単独または区と協働で実施する事業に助成し
ます。

地域コミュ
ニティ課

○ ○ ○ ○ ○ 〇
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